
亀山市告示第７７号  

 亀山市後期高齢者医療保険脳ドック事業実施要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。  

  平成２８年３月２８日  

亀山市長  櫻  井   義  之  

 

   亀山市後期高齢者医療保険脳ドック事業実施要綱の一部を改

正する告示  

 

 亀山市後期高齢者医療保険脳ドック事業実施要綱（平成２０年亀

山市告示第１２６号）の一部を次のように改正する。  

 第１０条中「６，０００円」を「７，０００円」に改める。  

 別記様式を次のように改める。  

 



別記様式（第６条関係）

平成　　年度後期高齢者医療保険脳ドック受診申込書

平成　　年　　月　　日

亀山市 被保険者番号

受診者氏名 印

生年月日 大正　昭和 年　　月　　日

電話番号

亀山市 被保険者番号

受診者氏名 印

生年月日 大正　昭和 年　　月　　日

電話番号

月　　 日 月　　 日

住所

住所

希望日

□

　平成　　年度後期高齢者医療保険脳ドックについて次のとおり申し込みます。
　なお、亀山市後期高齢者医療保険脳ドック事業実施要綱第２条第２項の規定の施行に必要な限度に
おいて、市職員が市税その他市の歳入の納付状況を調査することについて同意します。

どの日程でもよい

希望日

どの日程でもよい

月　　 日 月　　 日

月　　 日 月　　 日

月　　 日 月　　 日

□

月　　 日 月　　 日

月　　 日 月　　 日



   附  則  

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。  


